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③各年度のサービス見込量 

サービス見込量の確保にあたっては、サービス利用希望者を適切に把握するととも

に、今後想定されるニーズに対応できるよう、これらの事業を行う意向を有する事業

者等の把握に努めながら、多様な事業者の参入を促進します。 

また、就労移行支援や就労継続支援については、利用者の自立した生活を支えるこ

とができるよう、福祉施設と地域の関係機関、企業などの連携のもとで、工賃の確保

にも留意していきます。 

さらに、生活介護や短期入所など、そのほかの日中活動系サービスについても、身

近な地域で必要なサービスを利用できるよう、サービス提供体制の整備に努めていき

ます。 

■ 日中活動系サービスの見込量（月間） 

※ 「人日分」＝延べ利用日数 {（月間の利用人員）×（１人１月当たりの平均利用日数）} 

※ 「児童デイサービス」は平成 24 年度から児童福祉法に基づくサービスとして実施されるため、本計画から 

削除します。 

サービス種別 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

人日分 12,600 13,200 13,800 
生活介護 

人数 630 660 690 

人日分 225 225 225 
自立訓練（機能訓練） 

人数 25 25 25 

人日分 540 540 540 
自立訓練（生活訓練） 

人数 30 30 30 

人日分 930 930 930 
宿泊型自立訓練 

人数 30 30 30 

人日分 1,300 1,500 1,700 
就労移行支援 

人数 65 75 85 

人日分 20 20 20 就労移行支援 

（養成施設） 人数 1 1 1 

人日分 520 540 560 
就労継続支援（Ａ型） 

人数 26 27 28 

人日分 10,000 10,400 11,000 
就労継続支援（Ｂ型） 

人数 500 520 550 

人日分 620 651 682 
療養介護 

人数 20 21 22 

人日分 240 240 240 
短期入所（ショートステイ） 

人数 30 30 30 
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３）居住系サービス 

 

①サービスの現状 

居住系サービスについては、平成 15 年度以降支援費制度等に基づき、３障害の法

定施設（入所）や知的障害者通勤寮、グループホーム等により、居住の場を提供する

サービスが実施されてきました。 

近年の利用状況は、３障害法定施設（入所の更生施設や授産施設、生活訓練施設等）、

グループホーム等居住系サービスともに、増加傾向となっています。 

今後は、施設入所者や退院可能精神障害者の地域生活への移行を見すえて、グルー

プホームやケアホームの提供体制を整備することが課題です。 

 

■ グループホーム等居住系サービスの利用状況（月間） 

 

サービス種別 平成 21 年 10 月 平成 22 年 10 月 平成 23 年 10 月

共同生活援助 

（グループホーム） 
人数 27 32  45 

共同生活介護 

（ケアホーム） 
人数 13 70  86 

施設入所支援 人数 132 157  247 

 

※参考 

サービス種別 平成 21 年 10 月 平成 22 年 10 月 平成 23 年 10 月

旧法施設支援（入所） 人数 186 154  66 
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②サービス見込量設定の考え方 

サービス見込量は、サービス利用の伸びや新たなサービス対象者等を勘案しつつ、

次の考え方により設定します。 
 

◎共同生活援助（グループホーム）・共同生活介護（ケアホーム） 

サービス種別 実施内容 見込量の単位 見込量算出の考え方 

共同生活援助

（グループホーム） 

介護を必要としない、就

労または自立訓練、就労

移行支援等を利用してい

る障害者に対し、夜間や

休日、共同生活を行う住

居において、相談、食事

提供等の日常生活上の援

助を提供します。 

共同生活介護

（ケアホーム） 

介護を必要とする障害者

に対し、夜間や休日、共

同生活を行う住居におい

て、入浴、排せつまたは

食事の介護等を行いま

す。 

月間利用人数

現利用者のサービス利用状

況の推移から見込量を算出

しました。 

 

◎施設入所支援 

実施内容 見込量の単位 見込量算出の考え方 

施設に入所する障害者に対し

て、夜間や休日に、入浴、排せ

つ、食事の介護等を行います。 

月間利用人数 

第１期計画時点の平成17年度現在の福

祉施設の入所者数を基礎として、入所者

の地域生活への移行者数を控除し、施設

入所が真に必要と判断される入所者数

を加えた上、事業者動向を勘案して見込

量を算出しました。 
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【サービス見込量の算出イメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③各年度のサービス見込量 

各年度のサービス見込量は、次のとおりとします。 

サービス見込量の確保にあたっては、事業者による共同生活援助（グループホーム）

や共同生活介護（ケアホーム）の整備を促進するとともに、事業者への必要な支援に

努めます。 

また、施設入所支援については、市審査会を通じて決定する障害程度区分に基づき、

必要な人が利用できるよう努めます。 

 

■ 居住系サービスの見込量（月間） 

 

サービス種別 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度

共同生活援助 

（グループホーム） 
人数 50 55 60 

共同生活介護 

（ケアホーム） 
人数 90 95 100 

施設入所支援 人数 320 330 340 

 

 

 

 

 

 

 

施設入所支援 

福祉施設の入所者 

 
地域生活
への移行

者 

新
た
な
対
象
者 
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４）指定相談支援（サービス等利用計画作成） 

 

①サービスの現状 

従来の相談支援は「サービス等利用計画作成」に関する事業でしたが、今回相談支

援の体系の見直しが行われ、大きくは「計画相談支援」と「地域相談支援」の２種類

となり、「地域相談支援」には「地域移行支援」と「地域定着支援」の２つのサービ

スを含むものとなりました。 
 

②サービス見込量設定の考え方 

サービス見込量は、サービス対象者等を勘案しつつ、次の考え方により設定します。 
 

サービス種別 実施内容 見込量の単位 見込量算出の考え方 

計画相談支援 

障害福祉サービス又は

地域相談支援を利用す

る全ての障害者を対象

に、支給決定時のサービ

ス等利用計画・障害児支

援利用計画案の作成や

サービス事業者との連

絡調整、モニタリング＊

を行うものです。 

全ての障害福祉サービス及

び地域相談支援の利用者を

対象にすることが目標であ

り、現在の相談支援の利用

状況も踏まえ、見込量を算

出しました。 

地域相談支援

(地域移行支援) 

地域生活へ移行するに

あたって、地域生活の準

備等の支援を行うもの

です。 

施設入所者や退院可能精神

障害者の人数や地域生活へ

の移行者数等を勘案し、見

込量を算出しました。 

地域相談支援

(地域定着支援) 

安定した地域生活を定

着させるための相談支

援を行うものです。 

月間利用人数 

単身の人や家庭の状況など

により支援を受けられない

人の状況を勘案し、見込量

を算出しました。 
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③各年度のサービス見込量 

本市における各年度のサービス見込量は、次のとおりとします。 

サービス見込量の確保にあたっては、地域生活支援事業により実施される相談支援

事業などを通じて、サービス等利用計画の作成を必要とする人、施設入所者で今後地

域生活への移行希望を持っている人、障害者の家庭の状況で各種サービスが受けられ

にくい人等の把握に努めます。 
 

■ 指定相談支援（サービス等利用計画作成）の見込量（月間） 

 

サービス種別 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度

計画相談支援 人数 110 150 820 

地域相談支援 

（地域移行支援） 
人数 12 12 12 

地域相談支援 

（地域定着支援） 
人数 13 13 13 
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３ 市が行うことと定められているサービス 

（地域生活支援事業）の見込量の設定 

地域生活支援事業は、障害者自立支援法第 77 条に基づき、障害者及び障害児が地

域で自立した日常生活や社会生活（就労等）を営むことができるよう、本市の社会資

源や利用者の状況に応じて柔軟に実施する事業です。 

地域生活支援事業の実施にあたり、本市では次の３点の基本的な考え方を重視しな

がら、事業の計画的・効果的な実施に努めます。 

 

①本市の実情や利用者の状況を勘案し、地域生活支援事業に関わるサービス提供体

制を確保します。 

②身体・知的・精神の３障害に対応した、実効性のある障害者ケアマネジメントが

行える相談支援体制をつくり、当事者の生活を支援する仕組みを確保します。 

③事業の効率性を高めながら、インフォーマル＊サービスの活用・育成にも取り組

みます。 

 

１）実施する事業 

 

実施する事業は以下のものです。 

 

サービス種別 

相談支援事業 

成年後見制度利用支援事業 

コミュニケーション支援事業 

日常生活用具給付等事業 

移動支援事業 

地域活動支援センター事業 

その他事業 

 

３ 市が行うことと定められているサービス（地域生活支援事業）の 

見込量の設定 
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相談支援事業を中心とする地域生活支援事業等の提供体制 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市 民 

障害福祉サービスを利用したい。家族として相談したい。 

地域で自立した生活を営むための支援を受けたい。等 

川口市自立支援協議会 
 

（むすぶ部会・くらし部会・日中活動部会） 

構成機関（市、障害者相談支援事業所、サービス事業者、

保健・医療機関、障害当事者団体等） 

（事例検討） 

障害者相談支援事業所（10 ヵ所）・市 

（各種相談に対し事業所間・市で連携） 

障害者（必要なものを組み合わせて利用） 

地域生活支援事業
障害福祉 

サービス 

日中活動系 

サービス 

居住系 

サービス 

訪問系 

サービス 

連携 

 

情報の提供 

サービス受給者証の

発行（市） 等 

コミュニケーション事業 

手話通訳者派遣事業、要約筆記奉仕員派遣事
業、手話通訳者設置事業 

日常生活用具給付等事業 

日常生活の便宜を図るための用具を購入する
費用の援助 

移動支援事業 

外出及び余暇活動等の社会参加のための外出
の際の移動の支援 

地域活動支援センター事業 

創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会
との交流等 

日中一時支援事業 
障害者等の日中にお
ける活動の場を提供
する事業 

  は必須事業、  は任意事業

成年後見制度利用支援事業 

成年後見制度の申立てに要する経費及び後見
人等の報酬の全部又は一部を援助 

社会参加促進事業 
広報紙等点字訳・録
音事業、自動車運転
免許取得費補助事
業、自動車改造費補
助事業、リフト付自
動車貸出事業 
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２）各年度のサービス見込量 

 

各年度のサービス見込量は、次のとおりとします。 

◎相談支援事業 

方 針 事業内容 見込量算出の考え方 

障害者等の生活や障害福祉サー

ビスの利用などについて、障害者

や家族等からの相談に応じ、必要

な情報の提供及び助言等を行う

とともに、虐待の防止や早期発見

のため関係機関との連絡調整な

ど障害者等の権利擁護のために

必要な援助を行い、障害者等が自

立した日常生活または社会生活

が送れるように総合的・継続的に

支援します。 

障害者相談支援事業 

10行政区において、それぞれ

１箇所の相談支援事業所を

設置し、箇所数については維

持することとしました。 

 

◎成年後見制度利用支援事業 

方 針 事業内容 見込量算出の考え方 

成年後見制度の申立てに要する

経費及び後見人等の報酬の全部

又は一部を援助します。 

成年後見制度利用支援事業 
利用実績を勘案して、見込量

を算出しました。 
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◎コミュニケーション支援事業 

方 針 事業内容 見込量算出の考え方 

手話通訳者の派遣事業 

要約筆記奉仕員の派遣事業 

手話通訳者・要約筆記奉仕員を派

遣する事業、手話通訳者を設置す

る事業など意思疎通を図ること

に支障がある障害者等とその他

の者の意思疎通を仲介します。 
手話通訳者設置事業 

平成22年度の利用実績に手帳

所持者の増加推移を勘案して

見込量を算出しました。 

 

◎日常生活用具給付等事業 

方 針 事業内容 見込量算出の考え方 

介護・訓練支援用具 

自立生活支援用具 

在宅療養等支援用具 

情報・意思疎通支援用具 

給付実績の増減傾向が明確で

はないため、平成21～23年度

の実績値を勘案して見込量を

算出しました。 

排泄管理支援用具 

平成22年度の利用実績に手帳

所持者の増加の推移を勘案し

て見込量を算出しました。 

事業の周知を図るとともに、障害

の特性に合わせた適切な日常生

活用具の給付等に努めます。 

居宅生活動作補助用具 

（ 住 宅 改 修 費 ） 

給付実績の増減傾向が明確で

はないため、平成21～23年度

の実績値を勘案して見込量を

算出しました。 
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◎移動支援事業 

方 針 事業内容 見込量算出の考え方 

障害特性やニーズに対応できる

提供体制の整備に努めるととも

に、ニーズの拡大に対応できるよ

う、サービス提供事業者の参入の

促進に努めます。 

移 動 支 援 事 業 

平成22年度の利用実績に手帳

所持者の増加の推移を勘案し

て見込量を算出しました。 

 

◎地域活動支援センター事業 

方 針 事業内容 見込量算出の考え方 

障害特性に応じた活動の場及び、

活動内容の充実を図るとともに、

地域生活支援の促進に努めます。 

地域活動支援センター 

市内に偏りのない配置を検討

し、行政区域を参考に必要数

を勘案して設置しました。ま

た、利用者は利用状況の推移

から見込みました。 

 

◎その他事業 

方 針 事業内容 見込量算出の考え方 

日 中 一 時 支 援 事 業
サービス提供事業者と連携し、ニ

ーズに対応できる体制の確保に

努めます。 
社会参加促進事業 

平成 22 年度の利用実績を勘案

して見込量を算出しました。 
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■ 指定障害福祉サービス及び指定相談支援の見込量（月間） 

 

3 期計画見込量 
サービス種別 

平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度

時間 18,813 20,982 23,724
訪問系サービス 

人数 536 612 698

時間 11,353 12,942 14,754
居宅介護（ホームヘルプ） 

人数 439 500 570

時間 4,200 4,200 4,550 
重度訪問介護 

人数 12 12 13 

時間 2,000 2,400 2,800 
同行援護 

人数 50 60 70 

時間 1,260 1,440 1,620 
行動援護 

人数 35 40 45 

時間 0 0 0 

 

重度障害者等包括支援 
人数 0 0 0 

人日分 26,995 28,246 29,697
日中活動系サービス 

人数 1,357 1,419 1,491

人日分 12,600 13,200 13,800
生活介護 

人数 630 660 690

人日分 225 225 225 
自立訓練（機能訓練） 

人数 25 25 25 

人日分 540 540 540 
自立訓練（生活訓練） 

人数 30 30 30 

人日分 930 930 930 
宿泊型自立訓練 

人数 30 30 30 

人日分 1,300 1,500 1,700 
就労移行支援 

人数 65 75 85 

人日分 20 20 20 
就労移行支援（養成施設） 

人数 1 1 1 

人日分 520 540 560 
就労継続支援（Ａ型） 

人数 26 27 28 

人日分 10,000 10,400 11,000 
就労継続支援（Ｂ型） 

人数 500 520 550 

人日分 620 651 682 
療養介護 

人数 20 21 22 

人日分 240 240 240

 

短期入所（ショートステイ） 
人数 30 30 30 

居住系サービス 人数 460 480 500 

共同生活援助（グループホーム） 人数 50 55 60 

共同生活介護（ケアホーム） 人数 90 95 100  

施設入所支援 人数 320 330 340 

指定相談支援（サービス等利用計画作成） 人数 135 175 845 

計画相談支援 人数 110 150 820

地域移行支援 人数 12 12 12  

地域定着支援 人数 13 13 13 

※ 「人日分」＝延べ利用日数 {（月間の利用人員）×（１人１月当たりの平均利用日数）} 
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■ 地域生活支援事業の見込量（年間） 

 

事業種別 平成 24 年度 平成 25 年度 平成26 年度

（１）相談支援事業  

①相談支援事業  

障害者相談支援事業 （実施見込箇所数） 10 10 10 
 

自立支援協議会 （実施見込箇所数） 1 1 1 

実施 実施 実施 
②市町村相談支援機能強化事業 （実施見込箇所数） 

10 10 10 

実施 実施 実施 
③住宅入居等支援事業 （実施見込箇所数） 

1 1 1 

（２）成年後見制度利用支援事業 （実施見込件数） 3 3 3 

（３）コミュニケーション支援事業    

 手話通訳者派遣事業 （延利用見込者数） 1,250 1,250 1,250 

 要約筆記者事業 （実利用見込者数） 9 9 9 

 手話通訳者設置事業 （実設置見込者数） 1 1 1 

（４）日常生活用具給付等事業    

介護・訓練支援用具 （給付見込件数） 28 28 28 

自立生活支援用具 （給付見込件数） 59 59 59 

在宅療養等支援用具 （給付見込件数） 65 65 65 

情報・意思疎通支援用具 （給付見込件数） 80 80 80 

排泄管理支援用具 （給付見込件数） 7,900 8,370 8,880 

 

居宅生活動作補助用具（住宅改修費） （給付見込件数） 14 14 14 

（実利用見込者数） 265 294 328 
（５）移動支援事業 

（延利用見込時間数） 47,170 55,272 64,944 

（６）地域活動支援センター事業    

（実施見込箇所数） 9 10 12 
 地域活動支援センター 

（延実利用見込者数） 23,606 25,967 31,160 

（７）その他事業    

 （実施見込箇所数） 6 6 6 

 
日中一時支援事業 

（延利用見込者数） 300 300 300 

 社会参加促進事業 （実施事業数） 4 4 4 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５章 重点的な取組 
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１ 第３期計画における重点的な取組の枠組みと視点 

重点的な取り組みについては、第３期計画においても、基本的な枠組みは第２期計

画を踏襲し、推進していくものとします。 

また、特に第３期計画においては、市民アンケート調査、関係団体・事業所アンケ

ート調査等の結果を踏まえ、次の３点について特に重点的に取り組むものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 

相談支援体制のさら

なる充実 

 川口市においては、これまでも相談支援体制について重点的に取

り組んできました。平成 23 年 10 月に鳩ヶ谷市と合併したことに

伴い行政区は 10 行政区になり、１行政区に１箇所の相談支援事業

所の設置を計画しています。 

 今後は、障害者の相談に常時応じられるよう障害者総合相談窓口

の設置について検討していくとともに、３障害の相談に対応した専

門職の配置についてもすすめていきます。 

② 

利用者目線での情報

提供の工夫 

 広報かわぐちや市のホームページ等様々な手段で情報提供に取り

組んでいますが、利用者に十分に届いていない状況もみられます。 

 今後は、広報かわぐちや市のホームページ等のさらなる充実を図

り、各種関係機関や事業所等おける情報提供とともに、民生委員・

児童委員等、“人を介した情報提供”についてもすすめていきます。

③ 

住まいの確保 

 入所施設やグループホーム等、生活の場に対するニーズは非常に

高いものがあります。 

 平成 23 年７月に市内事業所で宿泊型自立訓練事業が始まりまし

たが、今後、身体障害者や知的障害者等においても、拠点となる通

過型総合施設の設置について取り組むとともに、グループホーム等

の設置についても各種の支援を強化していきます。 

 

１ 第３期計画における重点的な取組の枠組みと視点 

 ① 相談支援体制のさらなる充実 

 ② 利用者目線での情報提供の工夫 

 ③ 住まいの確保 
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■ 重点的な取組の体系 

 

第３期計画で取り組む主な施策の体系は、次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日中活動系

サービス 

① ヘルパーの質の向上

② ヘルパー事業所の拡大と連携

③ 相談支援事業所とヘルパー事業所の連携 

④ 支給基準による障害福祉サービスの提供 

⑤ 適切なサービスの支給

① 地域及び利用者ﾆｰｽﾞに合わせた施設配置の検討

② 就労支援事業所の充実

③ 市内施設間の連携を図る支援の実施 

④ 障害特性と本人のﾆｰｽﾞを勘案した施設利用の実施

① グループホーム、ケアホームの拡充 

② 拠点となる通過型総合施設の設置の研究 

③ 施設利用待機者の状況把握と入所調整 

④ 地域移行・地域定着の充実

① 相談支援事業

③ コミュニケーション支援事業

④ 日常生活用具給付等事業

⑤ 移動支援事業

⑥ 地域活動支援センター事業

訪問系 

サービス 

居住系 

サービス 

地域生活 

支援事業 

【障害福祉サービス】 【施      策】 

② 成年後見制度利用支援事業
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２ 取組の内容 

 

１）訪問系サービスにおける重点的な取組 

 

障害者が適切なサービスが受けられるよう、サービス提供事業者に対して障害特性

を理解したヘルパーの確保・養成を促し、きめ細やかな介護者への支援と質の高いサ

ービスの提供に取り組みます。 

また、相談支援事業所やヘルパー事業所の連携を強化するとともに、サービス更新

時のアセスメント＊の実施など、適切なサービス利用の調整について取り組みます。 

 

 これまでの主な取組 第３期計画の重点的な取組 

① 

ヘルパーの質の

向上 

精神障害者ヘルパーの研修に

取り組むとともに、社会福祉協

議会を中心に市内事業所とサ

ービス内容の検討や情報交換

を行ってきた。 

○３障害に対するヘルパー研修の実施 

○ヘルパー相互の情報交換の推進 

② 

ヘルパー事業所

の拡大と連携 

地域包括支援センター主催の地

域ケア会議等における市の障害

福祉サービスの情報説明や、各

施設へ研修会等の情報の周知

や、勉強会等を行ってきた。 

○他機関で行われる研修等の継続的な

周知 

○介護保険事業所に対する障害者自立

支援法の周知と、障害福祉サービス

への関与、促進 

○ヘルパー事業所に対する職員派遣を

含めた障害福祉サービス提供に関す

る指導や支援の継続 

③ 

相談支援事業所

とヘルパー事業

所の連携 

困難ケースに対するケースカン

ファレンスの実施や、支援スタッ

フに対する障害者ケアマネジメン

トに関する研修を実施してきた。 

○ヘルパー事業所が抱える困難ケース

に対する相談支援事業所等の連携サ

ポート体制のさらなる充実 

○障害者ケアマネジメントの技法を活用

した、障害福祉サービス提供の実施 

④ 

支給基準による

障害福祉サービ

スの提供 

支給基準の見直しを行ってきた。
○川口市自立支援協議会等の意見を参

考とした支給基準の継続的な見直し 

⑤ 

適切なサービス

の支給 

 

需要と供給のバランスをみな

がら、サービスの支給を行って

きた。 

○適切なサービス利用の調整を行うた

めの、サービス更新時等におけるアセ

スメントの実施 

２ 取組の内容 
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２）日中活動系サービスにおける重点的な取組 

 

誰もが身近な地域での居場所が確保できるよう、本市の地域特性を踏まえた適切な

施設配置を推進します。 

また、川口市自立支援協議会日中活動部会において、本市の実情に合った就労支援

のあり方を検討しながら、庁内における関係部局での連携とともに、川口市障害者就

労支援センターをはじめとする関係機関や就労支援事業所とのネットワークづくり

に取り組みます。 

 

 これまでの主な取組 第３期計画の重点的な取組 

① 

地域及び利用者ニ

ーズに合わせた施

設配置の検討 

市内施設一覧を作成し、障害福

祉ガイドブックや市ホームペー

ジにて掲載するとともに、平成

21 年度に日中一時支援事業が

開始となった。 

○利用者が自ら施設を選べる環境づく

りと情報提供の推進 

② 

就労支援事業所の

充実 

川口市地域自立支援協議会に

障害者就労支援センターの活

動報告を行うとともに、庁内の関

係部署との情報交換等を行って

きた。 

○川口市障害者就労支援センターと

各事業所の連携強化の推進 

○就労に関する行政機関や社会基盤

と連携した就労移行の推進 

○川口市自立支援協議会日中活動部

会における就労支援のあり方の検

討 

③ 

市内施設間の連携

を図る支援の実施 

川口市障害者施設運営団体連

絡会主催の施設職員の研修会

や情報交換の実施とともに、地

域情報共有のための福祉マッ

プの作成・配布を行ってきた。 

○施設職員の交流や研修による施設

間の格差是正や意識の向上 

○川口市自立支援協議会むすぶ部会

におけるネットワーク強化の検討 

○川口市障害者施設運営団体連絡会

への協力 

④ 

障害特性と本人の

ニーズを勘案した

施設利用の実施 

障害者ケアマネジメントの研修

会による支援者のスキルアップ

や、各種施設の有効利用につ

いての検討を行ってきた。 

○施設利用希望者に対する、障害者

ケアマネジメントの手法を活用した

相談や適切な支援の実施 

○一時入所事業（しらゆりの家）など

の、市独自事業の有効活用の推進 
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３）居住系サービスにおける重点的な取組 

 

安心して生活していくために、住まいの場については、利用者の高いニーズがあり

ます。利用者のニーズに合った質の高いグループホーム、ケアホームの整備を推進し

ていくとともに、通過型総合施設の設置等、地域への移行促進に取り組みます。 

また、当事者や家族の安心な地域生活を維持できるよう、緊急時の体制についても

研究していきます。 

 

 これまでの主な取組 第３期計画の重点的な取組 

① 

グループホーム、

ケアホームの拡充 

障害者施設の新規採用職員に対

する研修会の実施や市職員による

各施設におけるサービス等利用計

画作成の助言等を行ってきた。 

○施設機能のレベルアップと事業の

充実 

○施設運営や経営健全化に対する

助言 

○利用者の健康管理の向上に向け

た、研修機会の充実 

② 

拠点となる通過型

総合施設の設置の

研究 

ケースワーカーが施設入所につい

て調整し、対応するとともに、平成

23 年７月から市内事業所で宿泊

型自立訓練事業を開始した。 

○身体障害者等も含めた、現在の

滞留型 1 の入所・通所施設から

通過型 2 の総合施設への移行の

研究 

○入所施設の確保についての検討 

○障害者やその家族の緊急時にお

ける体制についての継続的な検

討 

③ 

施設利用待機者の

状況把握と入所調

整 

希望者に対し面接を行い、本人

の能力を評価した上で、入所施

設やグループホームなど、本人の

ニーズにあった情報提供を行っ

てきた。 

○ニーズの把握と本人の生活能力

に合わせた居住環境の設定 

④ 

地域移行・地域定

着の充実 

「地域移行促進会議」を含む、地

域移行（退院促進）事業を実施し

てきた事業者に対して協力をして

きた。 

○生活保護担当部署と連携した事

業の推進 

○地域移行・地域定着を支援するス

タッフの養成・研修の実施 

○「地域移行促進会議」の継続開催

の支援 

 

          
1滞留型：障害者が生涯入所及び通所をしながら生活をしていく施設 
2通過型：指導、訓練をすることにより、円滑な社会への適応を図ることを目的とする施設 
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４）地域生活支援事業における重点的な取組 

 

利用者の身近な地域で、利用者の立場に立ち、いつでも気軽に相談できる体制があ

ることは大きな安心に繋がります。 

今後は、障害者総合相談窓口の設置、相談支援体制の検討、コミュニケーションの

支援や移動支援等、市民生活を支える地域生活支援事業にきめ細やかに取り組んでい

きます。 

 

 これまでの主な取組 第３期計画の重点的な取組 

① 

相談支援事業 

９行政区において、９箇所の相談

支援事業所を設置し、有資格者の

専門職を配置し対応してきた。 

 

障害福祉課・市内相談支援事業

所で３障害の相談を実施した。 

 

保健所と協力し民生委員・児童委

員に対して精神障害についての研

修会を実施した。 

 

居住サポート事業を委託している

市内事業所において、３６５日２４

時間相談支援体制を実施した。 

 

身体障害者相談員と知的障害者

相談員の連絡会を開催し情報交

換を実施した。 

○地域に密着した身近な相談窓口の

設置推進 

○専門職の配置を含めた、障害者総

合相談窓口の設置を検討 

○地域の身近な相談者として期待さ

れる民生委員・児童委員に対する

障害者理解促進のための研修等の

実施 

○夜間、休日の相談支援体制の充実 

○身体障害者相談員・知的障害者相

談員との連携、促進 

○障害者団体等のピアカウンセリング

活動の支援 

○サービス等利用計画を作成できる

事業所の指定・推進、自己作成者

への支援 

○障害者虐待相談窓口の設置 

○発達障害等に対する相談支援体制

の充実 

② 

成年後見制度 

利用支援事業 

成年後見人制度については、相

談支援事業所を対象に勉強会を

実施し、相談窓口になることの周

知を行ってきた。 

○成年後見制度利用支援事業の普及

啓発 
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 これまでの主な取組 第３期計画の重点的な取組 

③ 

コミュニケーション

支援事業 

広報かわぐちの点字訳・録音版の

配布を行うとともに、要約筆記につ

いては、社会福祉法人に業務委

託をし、実施してきた。 

○要約筆記奉仕員派遣事業充実の

ための要約筆記奉仕員の養成に

ついての調査・研究の実施 

④ 

日常生活用具給付

等事業 

ケースワーカーによる個別相談に

て対応するとともに、品目・対象

者・基準額など要綱の改正に取り

組んできた。 

○日常生活用具給付事業の普及

啓発 

○必要と認められる日常生活用具

の研究 

⑤ 

移動支援事業 

居宅介護事業所を対象に説明会

を開催し、登録事業所の充実に努

めるとともに、川口市地域自立支

援協議会くらし部会にて状況把握

のアンケート調査を実施してきた。 

○実績やニーズの把握に努め、より

充実した制度となるための委託

事業所の充実 

⑥ 

地域活動支援セン

ター事業 

地域活動支援センターを整備し、

手帳所持者や発達障害・高次脳

機能障害者等の受け入れを実施

してきた。 

○発 達 障 害 ・ 高 次 脳 機 能 障 害 ・

難病＊等の支援を必要とする方

にも対応可能な事業所の充実

と、新規事業所の参入に向けた

選定委員会等の設置の検討 

○地域と連携した障害者の理解

の促進とコミュニティづくりを行う

事業の実施 

○仲間づくりのきっかけの場や就職

者への支援等、利用者のニーズ

に応じた事業の実施 

○自助グループやボランティアの育

成、ピアカウンセリング活動の支

援事業の実施 

○地域活動支援センター連絡会の

設置 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６章 制度の円滑な運営の 

仕組みと計画の推進 
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１ 適切な障害程度区分の認定 

 

障害者自立支援法に基づく自立支援給付を利用するには、「支給決定」（サービス受

給者証の発行）を受けることが必要となり、18 歳以上の市民については、「障害程度

区分の認定」（区分１～６の６段階）を受けることとなっています。 

「障害程度区分認定調査」「市審査会」などについて、当事者や家族などへの制度

の周知と理解に努めるとともに、調査員や審査会委員などの知識・技術の向上を図り、

正確・公平な認定と、障害者のニーズに応じた支給決定に努めます。 

 

 

２ 自立支援協議会の運営 

本市は平成 18 年度、地域全体で障害者を支えるための相談支援体制のシステムづ

くりに関し、中核的役割を果たす協議の場として、市内６箇所に設置した相談支援事

業所を中心に、市、教育、就労、医療、保健、福祉などの幅広い分野のメンバー構成

で「川口市地域自立支援協議会」を設立しました。 

今後も協議会の協力を得ながら、障害者施策を充実していきます。また、協議会の

活動について、市ホームページを通して市民に周知していきます。 

 

 

３ 計画の達成状況の評価・点検及び公表 

「ＰＤＣＡサイクル＊」に則った計画の推進を図るため、「川口市自立支援協議会」

において、１年に１回、評価、達成状況の点検を行い、「川口市社会福祉保健審議会＊」

に報告します。 

また、自立支援協議会から本計画の達成状況の報告を受けて、その結果を毎年、市

のホームページなどで公表します。 

 

 

１ 適切な障害程度区分の認定 

２ 自立支援協議会の運営 

３ 計画の達成状況の評価・点検及び公表 
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１ 川口市障害者福祉計画等策定委員会要綱 

 

川口市障害者福祉計画等策定委員会要綱 

 

（設置） 

第１条 この要綱は、障害者基本法に基づく「障害者福祉計画」及び障害者自立支援法に基づく

「障害者自立支援福祉計画」（以下「計画」という。）について必要な事項を検討し、計画案を

策定するための川口市障害者福祉計画等策定委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

 

（所掌事務） 

第２条 委員会は、計画について必要な次の事項を検討し、これに基づき策定された計画案を市

長に提言するものとする。 

２ 障害者福祉計画 

（１）現状把握  

（２）事業実施の現況 

（３）事業実施の必要量の把握 

（４）事業実施の設備目標の設定 

（５）その他、必要な事項 

３ 障害者自立支援福祉計画 

（１）各年度における指定障害者福祉サービス又は指定相談支援の種類ごとの必要な量の見込み

及びその見込量の確保のための方策 

（２）地域生活支援事業の実施に関する事項 

（３）その他、必要な事項 

 

（組織） 

第３条 委員会は委員１５名以内をもって組織し、次に揚げる者のうちから市長が委嘱する。 

（１）学識経験者 

（２）障害者団体・関係機関の代表 

（３）その他、特に市長が必要と認めるもの 

 

（委員の任期） 

第４条 委員の任期は平成２５年３月３１日までとする。 

 

（委員長及び副委員長） 

第５条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを選出する。 

２ 委員長は会務を総理し、会議の議長となる。 

３ 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務

を代理する。 

１ 川口市障害者福祉計画等策定委員会要綱 
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（会議） 

第６条 委員会は市長が招集する。 

２ 委員会は委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 委員長は、必要があると認められたときは、関係者の出席を求めて説明又は意見を聞くこと

ができる。 

 

（幹事会） 

第７条 委員会に専門部会を置くことができる。 

２ 専門部会員は、市職員のうちから市長が任命する。 

３ 専門部会員は、委員会の所掌事務について、必要な情報資料を提供し、付託のあった事項に

ついて、調査研究し委員会に報告するものとする。 

 

（庶務） 

第８条 委員会の庶務は福祉部障害福祉課において処理する。 

 

（委任） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成２３年 ５月 １日から施行する。 

附 則 

この要綱の施行に伴い、川口市障害者福祉計画策定委員会要綱及び川口市障害者自立支援福祉計

画策定委員会要綱を廃止する。 
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２ 川口市障害者福祉計画等策定委員会委員名簿 

 

 

川口市障害者福祉計画等策定委員会委員名簿 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 川口市障害者福祉計画等策定委員会委員名簿 

区　　分 氏　　　　名 所　　　　　　　　　属

平野　方紹　　◎
日本社会事業大学　社会福祉学部
福祉計画学科　准教授

新谷　仁 川口医師会　副会長

渡辺　タヱ子 埼玉県川口保健所　副所長

髙倉　富美子 ○ 埼玉県南児童相談所　所長

吉田　光江
川口公共職業安定所
専門援助部門統括職業指導官

福田　由美子 川口市立校長会　前川小学校長

山﨑　豊 川口市障害者施設運営団体連絡会　会長

松本　哲 川口市地域自立支援協議会　太陽の家施設長

水谷　智子 川口市社会福祉協議会　事務局長

小巻　喜一 社団法人川口市身体障害者福祉会　理事長

井出　信男 障害者の総合施設をつくる会　会長

結城　広美 川口・鳩ヶ谷市精神障害者家族の会

中塩　照美
川口市民生委員児童委員協議会
朝日地区民生委員児童委員協議会会長

深澤　百合 公募委員

中山　毅 公募委員

事　　務　　局

      ※　◎：委員長、○：副委員長　　　　　敬称略

福祉部　障害福祉課

学識経験者

関係機関

障害者関係団体

地域関係者
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３ 川口市障害者福祉計画等策定委員会策定経過 

 

日 程 会議等 概  要 備考

平成 23 年 

６月３日（金） 

第１回 

川口市障害者福祉計画等策定委員会 

（川口市役所 本庁舎２階 第３会議室） 

【主な議事】 

○第３期計画の策定に向けて 

・「川口市障害者福祉計画」と「川口市障

害者自立支援福祉計画」の関連性 

・今後の業務実施スケジュールの確認 

○策定委員会の公開に係る決定事項につ

いて 

・基本方針の決定 

・委員長への委任事項の確認 

  

平成 23 年 

７月 12 日（火） 

川口市地域自立支援協議会 

（上青木公民館 講座室１号） 

【検討事項】 

○第３期計画の策定に向けて 

・「川口市障害者福祉計画」と「川口市障

害者自立支援福祉計画」の関連性 

・今後の業務実施スケジュールの確認 

◎策定委員会への提案事項の検討 

○アンケート調査（案）について 

・調査対象及び項目等の検討 

  

平成 23 年 

７月 22 日（金） 

第２回 

川口市障害者福祉計画等策定委員会 

（川口市役所 別館３階 第３委員会室） 

【主な議事】 

○現計画の進行状況について 

・サービス見込量と実績の確認 

・見込量確保のための方策の実績 

○アンケート調査（案）の実施について 

・調査対象及び内容の審議 

  

平成 23 年 

８月 11 日（木） 

～８月 25 日（木） 

川口市障害者自立支援福祉計画に 

関するアンケート調査の実施 

【概要】 

○目的 

「川口市障害者自立支援福祉計画」の改訂

のため、市が今後取り組むべき方向性、障

害施策等の検討・立案に資するために実

施するもの。 

 

○対象 

障害者及び家族 1,400 名 

（旧鳩ヶ谷市含む） 

身体障害関係 560 名 

知的障害関係 420 名 

精神障害関係 420 名 

関係団体 

（川口市障害者団体

連絡協議会加入団

体） 

23 団体 

事業所 

（市内の障害に関わ

る事業所） 

69 事業所 

 

  

３ 川口市障害者福祉計画等策定委員会策定経過 
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日 程 会議等 概  要 備考

平成 23 年 

10 月６日（木） 

川口市地域自立支援協議会 

（上青木公民館 講座室１号） 

【検討事項】 

◎策定委員会への提案事項の検討 

○策定作業の進行状況について 

・作業状況の確認 

○アンケート調査結果について 

・調査結果（中間報告）の確認 

  

平成 23 年 

10 月 25 日（火） 

第３回 

川口市障害者福祉計画等策定委員会 

（川口市役所 別館２階 第１委員会室）

【主な議事】 

○アンケート調査の結果について 

・調査結果の報告 

・結果の計画反映に関する審議・検討 

○計画骨子（案）について 

・骨子に関する審議・検討 

  

平成 23 年 

11 月 25 日（金） 

川口市地域自立支援協議会 

（上青木公民館 講座室１号） 

【検討事項】 

○策定作業の進行状況について 

・作業状況の確認 

○パブリックコメントの実施について 

・実施時期の報告 

  

平成 23 年 

12 月１日（木） 

第 4 回 

川口市障害者福祉計画等策定委員会 

（川口市役所 第２庁舎 地下第１・第２

会議室） 

【主な議事】 

○計画素案について 

・素案内容の審議 

○パブリックコメントの実施について 

・実施時期の報告 

  

平成 23 年 

12 月 19 日（月）

～平成 24 年 

１月 19 日（木） 

パブリックコメントの実施 

【概要】 

○「川口市障害者自立支援福祉計画」素案を

市ホームページ、市政情報コーナー、障害福

祉課で閲覧可能とし、意見を募集。 

○意見提出 １名  

  

平成 24 年 

２月 10 日（金） 

川口市地域自立支援協議会 

（鳩ヶ谷庁舎 ３階会議室） 

【検討事項】 

○パブリックコメントの結果について 

・募集結果の確認 

・意見に対する市の考え方 

○自立支援協議会からの素案に対する意見・

提案について 
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日 程 会議等 概  要 備考

平成 24 年 

２月 22 日（水） 

 

第 5 回 

川口市障害者福祉計画等策定委員会 

（川口市役所 第２庁舎 地下第１・第２

会議室） 

【主な議事】 

○パブリックコメントの結果について 

・意見に対する市の考え方及び計画修正の

検討 

○自立支援協議会からの意見・提案について 

・意見・提案に対する市の考え方及び計画修

正の検討 

○計画（案）について 

・パブリックコメント及び自立支援協議会から

の意見を反映させた計画の確認 

  

平成 24 年 

３月 29 日（木） 

 

市長への提言 

（川口市役所 ４階 市長室） 

【内容】 

○第３期川口市障害者自立支援福祉計画に

ついて策定委員会を代表し、委員長が市長

に提言 
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４ 用語集 

 

あ 行 

アセスメント 
ある事象を客観的に評価することを言う。評価に当たっては客観的な評価基準(行動、言動、

態度など)を設定し、それらが基準を満たしているかといった観点で評価を行う。 
 
インフォーマル 

フォーマル（公式・制度的）に対し、インフォーマル（非公式）とは公的制度に基づかな

い多様な形態をさす。家族や友人、地域住民、ボランティア、NPO 法人等が行う支援をイ

ンフォーマルサービス（ケア）という。 

 

か 行 

川口市社会福祉保健審議会 
市長の諮問機関として、社会福祉及び保健に関する施策の総合的、計画的運営を図るため

の調査・審議を行うことを目的に、条例により設置されている。委員として、社会福祉事業

従事者、社会福祉関係団体役員、医療機関役員、地域住民組織関係者等の識見を有する 15

名の方に委嘱している。 

 
強度行動障害 

激しい不安や行動、混乱に陥って特異な行動を繰り返し、日常生活に困難を生じるような

状態をいう。こうした状態では、多動や自傷、異食、特異なこだわりなどの行動を示す。 
 
ケアマネジメント 

障害者及びその家族に必要とする支援を迅速かつ効果的に提供できるよう、保健・医療・

福祉のほか、教育・就労等を含めた幅広いニーズと地域の社会資源を結びつけるために連

携・調整・統合を行うこと。 
 
ケースカンファレンス 

チーム内で方針を決定するための会議のこと。これから関わりをもつ事例についてや、す

でに終了した事例等について、評価する際に行われる。 
 
ケースワーカー 

社会生活上の困難や問題を抱える人に、解決を図るための相談や援助を行う専門家のこと。

ソーシャルワーカーと同じ意味で使うことが多い。 
 
 

４ 用語集 
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高次脳機能障害 
疾病や事故による傷害のため、言語や思考、記憶、行為、学習、注意や感情などに障害を

生じた状態をいう。症状は外見からはわかりにくいのが特徴で、認知や記憶、言語、行為等

の障害としてあらわれる。一見しただけでは障害があることが分かりにくい。 
 

さ 行 

支援費制度 
従来の措置制度に代わり，平成 15 年 4 月から障害のある人自らがサービスを選択し、事

業者・施設と対等な立場に立った契約によりサービスを利用する制度。障害のある人の自己

決定を尊重し、利用者本位のサービスの提供を基本とする。 

 
障害者基本法 

身体障害、知的障害又は精神障害があるため、継続的に日常生活又は社会生活に相当な制

限を受ける者の自立と社会・経済・文化、その他あらゆる分野の活動への参加を促進するこ

とを目的とする法律（平成５年施行）。平成 23 年８月に改定された。 

 
障害者自立支援法 

身体障害、知的障害、精神障害といった障害の種類ごとに分かれていた障害者の福祉サー

ビスを一元化するとともに、公平かつ充分なサービス提供を行うことにより、障害者がその

特性に応じて自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう支援する法律（平成

18 年施行）。 

 
小規模作業所 

障害者の保護者や障害者団体等によって運営され、障害者が職業及び生活に関する訓練等

を受けたり、創作活動などを行う法定外の通所施設をいう。 
 
自立支援協議会 

障害福祉に係る関係機関が情報を共有し、地域の課題解決に向け協議を行うための会議。

具体的には相談支援事業所の評価、困難事例の協議、障害福祉関係機関のネットワークづく

り、障害福祉計画の進捗状況の評価などを行う。（平成 23 年度までは「地域自立支援協議

会」という。） 
 
身体障害 

身体障害者福祉法に規定された、視覚障害、聴覚または平衡機能の障害、音声機能、言語

機能、またはそしゃく機能の障害、肢体不自由、心臓・腎臓・呼吸器の機能の障害その他政

令で定める障害で、永続し、かつ、日常生活に著しい制限を受ける程度であると認められる

もの。 
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スキルアップ 
技術力を高めること。 

 
精神障害 

総合失調症、躁うつ病、うつ病、てんかん、認知症等、精神の病気のために社会生活が困

難な状態をいう。 
 
成年後見制度 

認知症や知的障害者、精神障害者等、判断能力が不十分な方を法律面や生活面で保護、支

援する制度。支援する人（後見人等）を選任し、契約の締結等を代わりに行ったり、本人が

誤った判断に基づいて契約を締結した場合にそれを取り消すことができるようにすること

など、地域で安心して生活できるように支援するしくみ。 
 

た 行 

第三者評価 
第三者的立場にある評価機関等が実施する評価のこと。 

 
地域包括支援センター 

高齢者への総合的な生活支援の窓口となる地域機関。市町村または市町村から委託された

法人が運営し、主任介護支援専門員・保健師・社会福祉士が必ず配置される。介護予防の拠

点として、高齢者本人や家族からの相談に対応し、介護、福祉、医療、虐待防止など必要な

支援が継続的に提供されるように調整する。 
 
知的障害 

先天性または出生時ないし、出生後早期に脳髄に何らかの障害を受けているため、知能が

未発達の状態に留まり、そのため学習、社会生活への適応が著しく困難な状態をいう。 
 
通過型総合施設 

障害者の就労や在宅生活などの社会復帰を目指し、一定の期間、必要なサービスを提供す

る通過型の施設。 
 
特別支援学校 

障害者等が「幼稚園、小学校、中学校、高等学校に準じた教育を受けること」と「学習上

または生活上の困難を克服し、自立が図られること」を目的とした学校である。旧盲学校、

旧聾学校、旧養護学校は、平成１９年４月１日から「特別支援学校」となった。 
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な 行 

難病 
原因が不明であったり、治療法が確立していなかったり、後遺症を残すおそれがある病気

をいう。経過が慢性的で、医療費がかかることや、介護等に人手を要するために、家族にと

っては経済的・精神的な負担が大きくなる。具体的には「筋萎縮性側索硬化症（ＡＬＳ）」「潰

瘍性大腸炎」「網膜色素変性症」「全身性エリテマトーデス」「ベーチェット病」「脊髄小脳変

性症」「悪性関節リウマチ」「パーキンソン病」などが挙げられる。 
 

は 行 

発達障害者支援法 
発達障害者支援法は、平成１７年４月１日から施行された法律。この法律における「発達

障害」とは、「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害（ＬＤ）、注

意欠陥多動性障害（ＡＤＨＤ）、その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常

低年齢児において発現するもの」をさす。 
この法律は、発達障害の定義と法的な位置付けの確立、乳幼児期から成人期までの地域に

おける一貫した支援の促進、専門家の確保と関係者の緊密な連携の確保、子育てに対する国

民の不安の軽減を図るという目的で制定された。 
 
ピアカウンセリング 

ピア（peer）とは「仲間」「対等」という意味で、従来の専門職による支援とは異なり、

共通の経験と関心に基づいた仲間同士の相互支援活動のことで、同じような経験を持つ人が、

相手に対する傾聴と情報提供を行うことによって、相手が問題を自分で解決していくように

手助けをする。 

 
ＰＤＣＡサイクル 

Plan(計画)－Do(実行)－Check(点検)－Action(見直し)のサイクル。 

 
福祉的就労 

一般就労への移行に向けた支援を行う福祉施設等での就労をいう。 
 

ま 行 

モニタリング 
社会福祉援助の実践の過程で、その実行状況を監視し点検すること。援助実践の内容や効

果、課題の達成はできているか、利用者は満足しているかなどを定期的に吟味し見直しをす

ること。 
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ら 行 

ライフスタイル 
生活様式。特に環境・趣味・交際などを含めたその人の個性を表すような個人の生き方。 

 
療育手帳 

児童相談所、知的障害者更生相談所において、知的障害と判定された場合に交付される手帳。 
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